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令和６年第５回飯舘村議会臨時会会期日程 
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令和６年７月２６日（金）午前１１時００分開会 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 
 日程第 ２ 会期の決定 
 日程第 ３ 村長の提案理由の説明 
 日程第 ４ 議案第５９号 令和６年度飯舘村一般会計補正予算（第３号） 
 日程第 ５ 議案第６０号 農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事（鳶巣 
              ため池）請負契約について 
 日程第 ６ 議案第６１号 農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事（名ノ 
              入ため池）請負契約について 
 日程第 ７ 議案第６２号 村道舗装機能回復工事請負契約の変更について 
 日程第 ８ 議案第６３号 商業施設売場・倉庫用冷蔵冷凍機器の取得について 
 日程第 ９ 議案第６４号 商業施設厨房用機器の取得について 
 日程第１０ 議員派遣の件 
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会 議 の 経 過 

 

◎開会の宣告 

 議長（髙橋孝雄君） ただいまの出席議員10名。定足数に達しておりますので、これから令和

６年第５回飯舘村議会臨時会を開会します。 

    開議に先立ち、新たに農業委員会会長に就任されました原田直志君から挨拶したい旨の

申出がありますので、これを許します。 

 農業委員会会長（原田直志君） 改めまして、皆さんこんにちは。 

    このたび農業委員会会長に就任しました、原田直志です。農業委員会会長として、各種

法令に従い、しっかりと職務を務めてまいる所存でありますので、ご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。 

    よろしくお願いいたします。（拍手） 

（午前１１時００分）   

◎開議の宣告 

 議長（髙橋孝雄君） これから本日の会議を開きます。 

◎諸般の報告 

 議長（髙橋孝雄君） 本日の議事日程及び議案は、お手元に配付のとおりであります。 

    日程に先立ち、事務局に諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長（志賀春美君） 報告いたします。 

    本臨時会に村長から送付ありました議案は、予算案件１件、その他案件５件、計６件で

あります。 

    次に、閉会中の特別委員会の活動状況でありますが、６月21日、広報編集特別委員会が

広報編集のため開かれております。 

    次に、議会運営委員会が本日、本臨時会の会期・日程等の議会運営協議のため開催され

ております。 

    次に、議長公務及び議員派遣の状況でありますが、お手元に配付の報告書のとおりであ

ります。 

    次に、本臨時会に説明員として村長ほか関係者の出席を求めております。 

    次に、監査委員から、令和６年５月及び６月分の例月出納検査の結果について議長に報

告されております。 

    以上であります。 

◎日程第１、会議録署名議員の指名 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

    会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によって、５番 佐藤一郎君、６番 渡邊 計

君を指名します。 

◎日程第２、会期の決定 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

    お諮りします。本臨時会の会期は本日１日限りにしたいと思います。これにご異議あり
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ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りに決定しました。 

◎日程第３、村長の提案理由の説明 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第３、村長提出の議案第59号から議案第64号を一括し、村長の提案

理由の説明を求めます。 

 村長（杉岡 誠君） 本日ここに令和６年第５回飯舘村議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員の皆様には何かとご多用のところご出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

    さて、本日の臨時会は、農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事等の

入札が終了し、仮契約を締結いたしましたので、その他議案と併せてご承認いただきたく

招集いたしたものであります。 

    それでは、提出いたしました議案についてご説明いたします。 

    議案第59号は、令和６年度飯舘村一般会計補正予算（第３号）です。既定予算に1,113

万8,000円を増額しまして、歳入歳出予算の総額を135億1,904万2,000円といたしました。

歳出の主な内容は、人件費の補正のほか、事業予算の組替えを行うものです。この財源に

は繰越金を充てております。 

    議案第60号は、農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事（鳶巣ため池）

請負契約についてです。７月11日に９者による指名競争入札を行った結果、後藤建設工業

株式会社が落札しましたので、その請負契約について議決を求めるものです。なお、契約

金額は8,690万円です。 

    議案第61号は、農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事（名ノ入ため

池）請負契約についてです。７月11日に９者による指名競争入札を行った結果、濱田建設

工業株式会社が落札しましたので、その請負契約について議決を求めるものです。なお、

契約金額は7,788万円です。 

    議案第62号は、村道舗装機能回復工事請負契約の変更についてです。令和６年６月21日

付で庄司建設工業株式会社と工事請負契約を締結し工事を進めてまいりましたが、現場精

査の結果、当初の工事請負額から1,325万1,700円を減額する請負契約の変更について議決

を求めるものです。なお、変更後の契約金額は１億4,954万8,300円です。 

    議案第63号は、商業施設売場・倉庫用冷蔵冷凍機器の取得についてです。７月11日に６

者による指名競争入札を行った結果、パナソニック産機システムズ株式会社東北支店が落

札しましたので、その物品購入契約について議決を求めるものです。なお、契約金額は

5,489万円です。 

    議案第64号は、商業施設厨房用機器の取得についてです。７月11日に５者による指名競

争入札を行った結果、株式会社寺岡システム福島営業所が落札しましたので、その物品購

入契約について議決を求めるものです。なお、契約金額は1,017万5,000円です。 

    以上が、提出いたしました議案の概要です。よろしくご審議の上、御議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

◎休憩の宣告 
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 議長（髙橋孝雄君） 暫時休憩します。 

    なお、例により副村長から提出議案について説明を求めます。 

（休憩中、副村長の議案説明） 

（午前１１時０８分）   

◎再開の宣告 

 議長（髙橋孝雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１０分）   

◎日程第４、議案第５９号 令和６年度飯舘村一般会計補正予算（第３号） 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第４、議案第59号令和６年度飯舘村一般会計補正予算（第３号）を

議題とします。 

    これから質疑を行います。 

 ３番（横山秀人君） では、補正予算について質問いたします。 

    今回、会計年度任用職員が３名追加になりました。まだ７月でありますので、年度が始

まってすぐと。この段階でこの会計年度任用職員が３名増える理由について、例えば新た

な事業が増えたとか、当初の人員計画がちょっと足りなかったとか、この理由を教えてい

ただけますでしょうか。 

 副村長（高橋祐一君） そもそもやはり人数的には足りないということでいたわけなんですが、

今回、学校給食室が民間の委託という形になりました。その不足分については、職員と話

をしながら、職場の配置替えという形でそちらのほうに人を動かすという考えで、その分

の賃金の補正という形で今回は３人分、３人が新たに継続して務めていただけるというこ

とで、３人を追加しております。 

 ３番（横山秀人君） そうしますと、そもそも人員が足りない中、そのような民間企業が入る

ことによって、働いていた方が働く場を失ってしまうということで、そもそも足りなかっ

た課のほうに異動したという形の認識でよろしいでしょうか。 

 副村長（高橋祐一君） 働く場所を失うということではなくて、契約については７月いっぱい

の契約でやっていましたので、やっぱり人が少ないというところで、そことのマッチング

がされたところでございます。 

 ３番（横山秀人君） 続きまして、同じ13ページでありますが、商業施設太陽光発電システム

設置工事でマイナス1,500万円の補正予算でありますが、先ほどの説明の中では蓄電池が

10台から３台に減ったということであります。そうしますと、蓄電池ですので、エネルギ

ーをより有効に活用するということで設置する予定だったんでしょうけれども、この減る

ことによって、このスーパーさんのほうの電力負担、電気料負担が増えるということはあ

りますでしょうか。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 当初、蓄電池を10台予定しておりました。非常時等も含め

て、日中、余剰電力があればそれも蓄えて使いたいということでの10台でありましたが、

それを３台に減らしたということであります。日中の電力については、ほぼほぼ使い切っ

てしまうということもあります。蓄電池を大きくしても、通常購入電力で蓄電をしておい

て使う形になるのかなということも、今までの検討の中で精査してきたところであります。 
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    今回３台で済むという部分については、そのためておいた電気を深夜などに使うという

ことではなくて、非常時、停電などがあった際に、データをまずは一時的にストックしな

ければならないと。レジのデータなどそういったものが停電によって消えてしまっては困

るということで、その部分を、まず電源が落ちない状態、継続した状態で使う場合の蓄電

池として使いたいというのが、参入企業さんの希望であります。 

    日中の電力については使い切るつもりでありますので、そういった部分については負担

の増はないものと思っておりますが、例えば深夜電力を購入してそれを使うということも

10台ということでは考えられておりましたけれども、今は電気料金も深夜電力と日中電力、

なかなか料金の差が迫ってきている部分もありますので、大きな負担増にはならないと考

えているところです。 

 議長（髙橋孝雄君） ほかにございませんか。 

 ８番（佐藤八郎君） 今ほどありましたシステム設置工事の関係で、７台減らすことでの全体

としての費用対効果なり、後年度負担の部分を考えると、どのように考えてこの処置がい

いということになるんでしょうか。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 蓄電池を10台ということで、大きな蓄電池を準備しますと、

やはり維持管理経費としてかなりの経費が負担になります。その維持管理を考えますと、

最低限のシステムのデータ保存、データを守る、その部分で十分だということで、企業さ

んと協議をしてきた中での判断でございます。 

    以上でございます。 

 ８番（佐藤八郎君） 維持管理の部分の経費負担が少なくなるということで、そうしますと、

後年度負担もそれによって、このことでやるよりは、３台でやっていくほうがいいんだと

いうことですか。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 今回の商業施設、設置は村で行います。その後の運営につ

きましては、商業施設に入った業者のほうで負担ということになりますので、そこにおけ

るこの大きな蓄電池を入れた場合の後年度負担を業者さんが敬遠されるという部分もあ

るので、今回台数を減らして、それで十分事が足りるという協議結果に至ったところです。 

 議長（髙橋孝雄君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

（「討論なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 討論なしと認めます。 

    これから本案を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◎日程第５、議案第６０号 農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事（鳶巣た 
             め池）請負契約について 
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 議長（髙橋孝雄君） 日程第５、議案第60号農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質

対策工事（鳶巣ため池）請負契約についてを議題とします。 

    これから質疑を行います。 

 ８番（佐藤八郎君） 説明資料も頂いていますけれども、入札の一番札と二番札の差は幾らで

しょうか。 

 議長（髙橋孝雄君） 八郎議員、それはさっき出しておいたはずですけれども。入っていなか

ったですか。入っているはずです。分かりましたか。 

 ８番（佐藤八郎君） はい。 

 議長（髙橋孝雄君） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

（「討論なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 討論なしと認めます。 

    これから本案を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◎日程第６、議案第６１号 農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質対策工事（名ノ入 
             ため池）請負契約について 
 議長（髙橋孝雄君） 日程第６、議案第61号農業水利施設等保全再生事業 ため池放射性物質

対策工事（名ノ入ため池）請負契約についてを議題とします。 

    これから質疑を行います。 

（「質疑なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

（「討論なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 討論なしと認めます。 

    これから本案を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◎日程第７、議案第６２号 村道舗装機能回復工事請負契約の変更について 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第７、議案第62号村道舗装機能回復工事請負契約の変更についてを

議題とします。 

    これから質疑を行います。 

（「質疑なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） これで質疑を終わります。 
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    これから討論を行います。 

（「討論なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 討論なしと認めます。 

    これから本案を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◎日程第８、議案第６３号 商業施設売場・倉庫用冷蔵冷凍機器の取得について 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第８、議案第63号商業施設売場・倉庫用冷蔵冷凍機器の取得につい

てを議題とします。 

    これから質疑を行います。 

 ３番（横山秀人君） こちらの備品等の購入について質問いたします。 

    公設民営ということで、こちらの備品は村が所有者になると思われますが、この費用負

担についてちょっと確認をしたいと思います。まず、この機械についてですが、保証期間

というのは何年なのか。以前、道の駅のエアコンが壊れたときに１年だったので、その後

の故障で200万円、300万円払うのはしようがないんだという説明を前に聞いたことがあり

ますけれども、今回、この機械に関しての保証期間は幾らなのか。 

    また、今後起こるであろう保守点検、修繕、大規模な故障、あとは買換えといった場合

に、村にはどのような負担が発生するのか。回答をお願いします。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） まず、これらの機器の耐用年数であります。機械によって

年数はそれぞれ違うのかなと思いますが、電化製品等については大概いろんなものは５年

あるいは10年という期間かなと思っているところであります。また、壊れたときや買換え

といった部分につきましては、入っていただく企業さんとの協議事項になってくるかとは

思いますが、村としては継続してそういった商業施設を活用する商店に入っていただく必

要があると思いますので、今回の業者にかかわらず、例えば業者が変わったとしても、村

としてはこの施設は維持していかなければならないのかなと思っております。 

    いずれにしましても、それぞれの運用の中で協議が必要かなと思っているところであり

ます。 

 ３番（横山秀人君） 再質問いたします。 

    まず１点目は、機械の保証期間ですね。これが１点と、あと今の回答ですと、今後、機

械の故障や買換えなどに村負担が発生するかもしれないというお話だったんですけれど

も、ただ金額を見ますと、5,000万円とかございます。ある程度、この当初、始まる前に

この費用負担については明確に村と会社さんのほうでしておかなければいけないのかな

と思いますが、その点について再度回答をお願いします。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 今回の導入する備品であります。村の備品については、そ

れぞれ今までも保険を掛けているという関係がありますので、基本的に保険適用になる部

分については、それで賄っていくようになるのかなと思っております。 

    あと、先ほど耐用年数と申しました。申し訳ございません。保証期間ということであり
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ます。保証期間、通常は１年から３年という保証になっているかと思いますが、これにつ

いてはそれぞれの機械によっても違うと思いますので、そのぐらいの期間と見込んでいる

ところです。 

    以上です。 

 ３番（横山秀人君） ３回目の質問になりますので、最後になりますが、再度これから、公設

民営に対してどれだけ村が負担する可能性があるのかというのが、やはり私たち議員の中

でも不安になるところであります。ですので、ある程度この備品等、建物等も含めてです

けれども、どこまでが村の責任で直すものなのか、どこからどこまでがスーパーさんのほ

うで直すものなのか、ある程度明確な申合せ事項を決めて、議員のほうにも報告いただき

たいと思いますが、そちらについて回答願います。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 今後の備品の取扱い等につきましては、これから商業施設

に実際に入っていただくというところで、村としてもそこの商業施設を貸すということに

なってまいりますので、そこの契約までの間にその点については詰めてまいりたいと思っ

ております。 

    以上です。 

 議長（髙橋孝雄君） ほかに質疑はありませんか。 

 １番（飯畑秀夫君） この商業施設の冷蔵冷凍庫等、33台購入する予定ですけれども、これは

業者さんと打合せして決まった数字だと認識しておりますが、この冷凍庫等、いつ購入し

て設置する予定なのかお伺いいたします。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） この備品の設置、納入期日につきましては、説明資料ナン

バー３の６ページにありますように、令和７年３月28日までと納入期日を指定しておりま

す。これは、今進めている工事の本体の進捗状況によって、どこで搬入すべきかという部

分については、工事進捗の中で協議をしながら、適正な時期に入れていくという形になっ

てまいります。 

    以上です。 

 １番（飯畑秀夫君） 今、Ａコープ跡地に鉄筋を建てています。村民からは、早く、いつオー

プンするんだという声があります。今言った期間より、もし建物等が予定より早く完成で

きれば、この商業施設を早くオープンするということもあり得るんでしょうか。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 今の工事の進捗状況でありますが、当初の計画とほぼほぼ

同じように、計画どおりに進んでいる状況です。ですから、年度内に完成、早ければ来春

オープンということになるかと思いますが、その分の中に入っていただく企業さんの準備

等もありますので、そこについてはなかなか早まるというのは難しいのかなと思っており

ます。いかんせん、工事については計画どおり進んでおりますので、その計画の中で適正

な時期に設置をしてまいるということになるかと思います。 

    以上です。 

 １番（飯畑秀夫君） 村民が買物する場所を望んでおりますので、必要なものを業者さんと話

し合い、適切に必要なものは検討し、村民のためになるように願いまして、質問を終わり

ます。 
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 議長（髙橋孝雄君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

（「討論なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 討論なしと認めます。 

    これから本案を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◎日程第９、議案第６４号 商業施設厨房用機器の取得について 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第９、議案第64号商業施設厨房用機器の取得についてを議題としま

す。 

    これから質疑を行います。 

 ８番（佐藤八郎君） 商業施設厨房用機器一式ということで、先ほどの案件もありますけれど

も、そういう関係の商品しか入らないものなのかどうか。川俣なり福島市の商業施設を見

たり説明を聞くと、もっといろんなものの準備が必要なのかなと見ていますけれども、ど

の範囲までその施設オープンに当たって公共として村が準備していくのか。この２件の案

件で準備するものは終わりなのか、今後も後年度負担でさらに出てくるのか。薬関係とか

いろいろね。この商業施設、いろいろ幅広く扱っていますので、どの辺までが現時点で協

議されていて、今後協議の中で何か出てくるのかどうか、今の見通しなり状況をお知らせ

ください。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） 今回そろえる厨房等の機器で全てそろうのかという内容か

なと思っております。 

    基本的に、厨房で使います総菜用の備品機械類、それから下処理用の機械類、そういっ

たものについては、ほぼほぼこれでそろうのかなと考えているところです。このほかのも

のについては、通常使う消耗品などそういったものになってくると思っております。 

    これらをそろえることによって、基本的に通常スーパーなどそういった商店で売ってい

るもの、ほぼほぼ全てが網羅できると伺っているところでありますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 ８番（佐藤八郎君） そうしますと、施設としては、もうこれ以上は協議の中で出てくる後年

度負担はないということですか。 

 村づくり推進課長（佐藤正幸君） オープンに向けては、これでほぼそろうのかなと考えてい

るところであります。運営していく中でそれぞれ必要な部分については、あとは企業さん

のほうでそろえるとか、そういったことになっていくのかなと考えているところでありま

す。 

    今回、機械類を村のほうでほぼそろえますが、レジスター関係、そういった部分につい

てはそれぞれの企業の特性があるものですので、そういった部分は最初から企業さんのほ
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うでそろえていただくということで協議をしてきたところであります。 

    以上です。 

 議長（髙橋孝雄君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

（「討論なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 討論なしと認めます。 

    これから本案を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１０、議員派遣の件 

 議長（髙橋孝雄君） 日程第10、議員派遣の件を議題とします。 

    お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することにし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 議長（髙橋孝雄君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元に配りましたとお

り派遣することに決定しました。 

◎閉会の宣言 

 議長（髙橋孝雄君） これで本日の日程は全部終了しました。 

    会議を閉じます。 

    令和６年第５回飯舘村議会臨時会を閉会します。 

    ご苦労さまでした。 

（午後１時３３分）   
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